
受講者を確認させていただきたいので、受講申込みをお願いします。 

   
 

 

 

 

 
１ 趣 旨   「高知県安全教育プログラム」に基づく安全教育の実践の在り方や危機管

理マニュアルの改善に資する研修を行い、学校における安全教育の質的向
上及び教職員の危機管理能力の向上を図る。 

 

２ 主 催   高知県教育委員会 高知市教育委員会 

 

３ 概 要   「Web 研修」 ※学校悉皆研修（公立学校は１名以上の参加必須） 
 
４ 日 時 

 

 

 

 

 

 

５ 対 象 
 
 

 

 

 

６ 受講申込み   

 

 

 

 
 

※ 申込み締切  令和５年 ６月 ２３日 （金）  
７ Web 研修資料   

「教職員ポータルサイト」の学校安全対策課サイトに掲載 

 →高知県 Google アカウントでログイン後、「教職員ポータルサイト」の学校安全対策課 

サイトにアクセス（https://sites.google.com/g.kochinet.ed.jp/312301） 

 

公開期間：令和５年７月２０日（木）～令和５年８月３１日（木） 

 

①「学校安全の推進について」 取組及び研修課題の説明 

  高知県教育委員会事務局 学校安全対策課 

②「学校における防災・安全教育 

～東日本大震災時の体験と災害後の校長としての取組を通して～」 

  宮城県東松島市立矢本東小学校 校長 相沢進 氏 

③「学校の危機管理と安全教育の進め方」 

  大阪教育大学附属池田小学校  校長 眞田巧 氏 

④高知県学校安全総合支援事業のモデル地域（拠点校）実践報告書 

⑤文部科学省「教職員のための学校安全 e-ラーニング」 
  ※①～③はオンデマンド講話視聴、④は閲覧、⑤は Web 上で実施 

 

オ ン デ マ ン ド 研 修 

市町村（学校組合）立、

県立学校教職員 

受講可能日 

令和５年７月 20 日（木） 

～８月 31 日（木） 

「教職員ポータルサイト」の 

学校安全対策課サイトより 

市町村（学校組合）立、

県立学校教職員 

「教職員研修管理システム」により、お申し込みください。 
【研修番号：97】 

学校悉皆研修（公立学校）【研修番号：97】 

幼・保・小・中・義務教育・高・特別支援学校等の管理職、学校

安全担当教員、市町村（学校組合）教育委員会学校安全担当者、

市町村防災担当課職員、地域支援企画員、地域の方々 
※各学校においては、学校安全担当教員を中心に受講をお願いします。 



８ 受講イメージ  本研修での学びを２学期以降の安全教育・安全管理の推進につなげていただ 

くようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 受講後の研修課題及び提出について 

 

○研修課題  「危機管理マニュアル」（不審者侵入対応ページ）の改善 

        ※不審者侵入対応訓練の実施（可能であれば） 

 

○提出物  改善した「危機管理マニュアル」（不審者侵入対応ページ） 

       

○提出方法及び提出 

市町村立学校 

 各市町村（学校組合）教育委員会へ提出をお願いします。 

  学校(校長)→各市町村(学校組合)教育委員会 

→高知県教育委員会事務局 学校安全対策課 
 
  ※各市町村(学校組合)教育委員会は、管内の学校分を取りまとめの

うえ内容を把握し、必要に応じて指導・助言をしていただきま

すよう、お願いします。 

県立学校 
学校安全対策課へ直接提出をお願いします。 

 学校(校長)→学校安全対策課 
     

電子メールで 高知県教育委員会事務局 学校安全対策課 まで 
（Email：312301@ken.pref.kochi.lg.jp） 

     ・各市町村→件名に「【安全教育研修会】○○市町村教育委員会」とご記入ください。 

     ・県  立→件名に「【安全教育研修会】○○学校」とご記入ください。 

※ 提出締切  令和５年 10 月 31 日 （火）  
 

 

【担 当】高知県教育委員会事務局 学校安全対策課 
学校安全担当  福重・上岡 
TEL：０８８－８２１－４５３３ FAX：０８８－８２１－４５４６ 

Email：312301@ken.pref.kochi.lg.jp 

自校の「危機管理マ

ニュアル」（不審者

侵入対応ページ）を

改善し、提出する。 

（各学校１部） 

研修後には、学校安全担当教員を中心に、研修内容を自校での安全教育・安全管理の

取組に活かす。 

・研修内容を自校の教職員に周知、研修や取組を実施。 

・「危機管理マニュアル」（不審者侵入対応ページ）の改善及び可能な範囲での不審者

侵入対応訓練の実施。 

・自校の教職員に、文部科学省「教職員のための学校安全 e-ラーニング」受講を呼び 

掛け。 

 

オンデマンド研修の実施 
 
各素材を活用し、個人又は学校
で研修等を実施する。 

研修内容を踏ま

え、自校の安全教

育・安全管理の充

実に向けて取り

組む。 


